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閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 
 

開催日時：平成２８年２月５日（金）    ８：２８～８：３９ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣） 

岩 城 光 英 国務大臣（法務大臣） 

岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

馳     浩 国務大臣（文部科学大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

森 山    国務大臣（農林水産大臣） 

林   幹 雄 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

中 谷   元 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

髙 木   毅 国務大臣（復興大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

島 尻 安伊子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 原 伸 晃 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 破   茂 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

遠 藤 利 明 国務大臣 

陪 席 者：萩生田 光 一 内閣官房副長官 

世 耕 弘 成 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      ７件 

     ○国会提出案件   ２１件 

     ○法律案       ５件 

     ○政令        １件 

     ○人事        １件 

     いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

  まず，閣議案件について，世耕副長官から御説明申し上げます。 

○世耕内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「道州制特別区域

基本方針の一部変更」について，御決定をお願いいたします。本件につきましては，

後程，石破大臣から御発言があります。 

 次に，「産業競争力の強化に関する実行計画の改定」及び「重点施策等に関する報

告書」について，御決定をお願いいたします。本件は，産業競争力強化法に基づき，

成長戦略関連施策のうち，重点的に講ずべき施策を定めるとともに，現行計画に掲

げられた重点施策の進捗，実施の状況等に関する報告書を国会に提出するものであ

ります。 

 次に，「日・イラン投資協定」に署名することについて，御決定をお願いいたしま

す。本件は，両国の間で，投資の拡大により経済関係を一層強化するため，投資の

促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。 

 次に，予備費の使用について，御決定をお願いいたします。本件は，選挙人名簿

の登録制度の見直しに伴うシステムの改修等に必要な経費として，約７億円を一般

会計予備費から使用するものであります。 

 次に，「日米地位協定」第２条に基づく，米軍使用施設・区域の共同使用等につい

て，御決定をお願いいたします。今回の案件は，沖縄県宜野湾市が，米軍より返還

された西普天間住宅地区跡地へ接続する高架式道路を設置するため，沖縄県の「キ

ャンプ瑞慶覧」内の一部土地を共同使用するもの等計１１件であります。 

 次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件

は，「ポーランド国」及び「トルクメニスタン国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，

交付すべき信任状及び解任状であります。 

 次に，「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」について，御決定を

お願いいたします。本件は，租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に基

づき，平成２６年度に適用を受けた法人税関係特別措置の適用実態調査の結果に関

する報告書を国会に提出するものであります。 

 次に，質問主意書に対する答弁書１９件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

 次に，法律案５件について，御決定をお願いいたします。まず，「地域再生法の一

部改正法案」は，認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として，「地方

創生推進交付金」や「企業版ふるさと納税制度」の創設等を行うものであります。 

 次に，「所得税法等の一部改正法案」は，法人税率の引下げ及び消費税の軽減税率

制度の創設のほか，三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度，多

国籍企業情報の報告制度を創設する等，所要の措置を一体として講ずるものであり

ます。 

 次に，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び

管理に関する法律の一部改正法案」は，原子力発電における使用済燃料の再処理等
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を行う認可法人制度及び事業実施に必要な資金を発電時に同法人に拠出する制度

を創設する等の措置を講ずるものであります。 

 次に，「都市再生特別措置法等の一部改正法案」は，都市の国際競争力及び防災機

能の強化並びに地域の実情に応じた市街地の整備推進のため，都市開発事業促進の

ための金融支援制度の拡充，非常用の電気供給施設に関する協定制度の創設等の措

置を講ずるものであります。 

 次に，「港湾法の一部改正法案」は，外航クルーズ船の寄港回数の増加に対応する

ため，特定用途港湾施設の建設等に係る無利子貸付制度の対象施設にクルーズ旅客

施設等を追加するとともに，公募による港湾区域内水域の占用許可手続の創設等の

措置を講ずるものであります。 

 次に，政令について，御決定をお願いいたします。「感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令」は，

海外におけるジカウイルス感染症の発生の状況等を踏まえて，我が国における発生

の予防及びまん延の防止を図るため，当該感染症を四類感染症に指定するとともに， 

検疫感染症として定める等の措置を講ずるものであります。 

 次に，人事案件について，申し上げます。松岡重信外２２４名の叙位又は叙勲に

ついて，御決定をお願いいたします。 

 次に，件名外案件について，申し上げます。「日米相互防衛援助協定に基づく資金

の提供に関する書簡」を米国との間に交換することについて，御決定をお願いいた

します。本件は，在日米国相互防衛援助事務所の行政事務費等として，２７年度に

提供する金額を約１億２，４００万円とすることについて取り極めるものでありま

す。なお，本日の書簡交換まで不公表といたしたいので，御了承をお願いいたしま

す。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，石破大臣 

○石破国務大臣：道州制特区については，本年度末に，基本方針において国が定める

計画期間が満了することから，本件は，道州制特別区域基本方針を変更し，計画期

間を延長して平成３２年度末までの１４年間とするとともに，一昨年７月の北海道

からの提案を踏まえ，１項目を加えるものです。 

 各閣僚におかれましては，今後とも道州制特区制度の推進に御協力いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，島尻大臣。 

○島尻国務大臣：明後日２月７日は，「北方領土の日」です。当日は，北方領土の早期

返還を求める日本国民の固い決意を内外に表明するため，総理及び外務大臣も御出

席の下，「北方領土返還要求全国大会」が東京の日比谷公会堂で開催されます。ま

た，この日を中心として，全国各地で様々な行事が開催されます。 

 北方領土問題の一日も早い解決に向け，国民世論の一層の高揚を図りつつ，粘り

強く，裾野の広い返還要求運動を推進していきたいと考えています。閣僚の皆様の

御理解・御協力をお願いいたします。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 
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○引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

 御発言はございますか 。 

○無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 

 



平成28年 

２月５日 

◎ 一 般 案 件 

○ 道 州 制 特 別 区 域 基 本 方 針 の 一 部 変 更 に つ い て

（ 決 定 ） （ 内 閣 官 房 ） 

〃 ○ 産 業 競 争 力 の 強 化 に 関 す る 実 行 計 画 の 改 定 に つ い

て （ 決 定 ）              （ 同 上 ）

〃 ○ 投 資 の 相 互 促 進 及 び 相 互 保 護 に 関 す る 日 本 国 と イ

ラ ン ・ イ ス ラ ム 共 和 国 と の 間 の 協 定 の 署 名 に つ い

て （ 決 定 ）             （ 外 務 省 ）

〃 ○ 平 成 ２ ７ 年 度 一 般 会 計 予 備 費 使 用 に つ い て

（ 決 定 ） （ 財 務 省 ） 

〃 ○ 「 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び

安 全 保 障 条 約 第 六 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に

日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 」

第 ２ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 の 一 部 返 還 ， 共 同 使

用 ， 共 同 使 用 の 条 件 変 更 及 び 追 加 提 供 に つ い て

（ 決 定 ） （ 防 衛 省 ） 

☆ ポ ー ラ ン ド 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 松 富 重 夫 外 １ 名 に 

交 付 す べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 山 中  誠 

外 １ 名 の 解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て 

（ 決 定 ）              （ 外 務 省 ） 

◎ 国 会 提 出 案 件 

○ 平 成 ２ ７ 年 度 産 業 競 争 力 強 化 の た め の 重 点 施 策 等

に 関 す る 報 告 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 内 閣 官 房 ）

〃 ○ 租 税 特 別 措 置 の 適 用 実 態 調 査 の 結 果 に 関 す る 報 告

書 に つ い て （ 決 定 ）         （ 財 務 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 民 維 ク ） 提 出 消 費 税 増

税 時 の 社 会 保 障 の 充 実 と 重 点 化 ・ 効 率 化 に よ

○ る 差 し 引 き で 必 要 と な る 所 要 額 ２ ． ８ 兆 円 に

関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 内 閣 官 房 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 参 議 院 議 員 有 田 芳 生 （ 民 主 ） 提 出 東 京 オ リ ン

ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク に 向 け て の ト イ レ 整

備 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）           （ 内 閣 官 房 ）

1. 衆 議 院 議 員 鈴 木 貴 子 （ 民 維 ク ） 提 出 ビ ザ な し

交 流 に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）          （ 内 閣 府 本 府 ）

1. 衆 議 院 議 員 田 島 一 成 （ 民 維 ク ） 提 出 子 ど も ・

子 育 て 支 援 新 制 度 に お け る 幼 保 連 携 型 認 定 こ

ど も 園 の 施 設 長 経 過 措 置 に 関 す る 質 問 に 対 す

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 民 維 ク ） 提 出 一 括 交 付

金 の 問 題 点 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ

い て （ 決 定 ）           （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 民 維 ク ） 提 出 地 方 分 権

改 革 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）             （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 岡 本 充 功 （ 民 維 ク ） 提 出 安 倍 総 理

大 臣 の 『 最 近 の 海 外 出 張 に 関 す る 報 告 』 に 関

す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 外 務 省 ）

1. 参 議 院 議 員 吉 田 忠 智 （ 社 民 ） 提 出 国 鉄 共 済 年

金 に 係 る 不 均 衡 の 是 正 に 関 す る 質 問 に 対 す る

答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 財 務 省 ）

1. 参 議 院 議 員 吉 川 沙 織 （ 民 主 ） 提 出 軽 減 税 率 制

度 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）             （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 本 村 賢 太 郎 （ 民 維 ク ） 提 出 Ｊ Ａ Ｘ

Ａ 相 模 原 キ ャ ン パ ス の 移 転 に 関 す る 質 問 に 対

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 文 部 科 学 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 仲 里 利 信 （ 無 ） 提 出 女 性 の 社 会 参

画 と 男 女 が そ の 個 性 と 能 力 を 十 分 に 発 揮 す る

た め の 施 策 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ

い て （ 決 定 ）        （ 厚 生 労 働 省 ）
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1. 衆 議 院 議 員 鷲 尾 英 一 郎 （ 民 維 ク ） 提 出 市 場 拡  
大 再 算 定 の 特 例 並 び に 中 央 社 会 保 険 医 療 協 議  
会 で 議 論 さ れ る 巨 額 な 売 上 高 の 医 薬 品 に 対 す  
る 特 例 再 算 定 に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書  
に つ い て （ 決 定 ）      （ 厚 生 労 働 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 井 坂 信 彦 （ 民 維 ク ） 提 出 性 同 一 性  
障 害 者 の 性 別 適 合 手 術 に 関 す る 質 問 に 対 す る  
答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）      （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 長 妻 昭 （ 民 維 ク ） 提 出 厚 生 年 金 違  
法 未 加 入 の 緊 急 対 策 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 仲 里 利 信 （ 無 ） 提 出 Ｔ Ｐ Ｐ 批 准 と  
基 幹 作 物 サ ト ウ キ ビ 等 の 存 続 に 関 す る 再 質 問  
に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

（ 農 林 水 産 省 ）  
1. 衆 議 院 議 員 田 島 一 成 （ 民 維 ク ） 提 出 愛 媛 県 が  

許 可 を 与 え た 産 業 廃 棄 物 焼 却 炉 の 処 理 能 力 に  
関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

    （ 環 境 省 ）  
1. 衆 議 院 議 員 鈴 木 貴 子 （ 民 維 ク ） 提 出 海 上 自 衛  

隊 呉 基 地 に 停 泊 し て い た 潜 水 艦 内 で 乗 組 員 が  
自 殺 を 図 っ た こ と に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）      （ 防 衛 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 岡 本 充 功 （ 民 維 ク ） 提 出 「 見 通 し  
得 る 将 来 」 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ  
い て （ 決 定 ）           （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 民 維 ク ） 提 出 Ｉ Ｓ Ｉ Ｌ  
へ の 対 応 に 関 す る 政 策 判 断 の 「 見 通 し 得 る 将  
来 」 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

 
          ◎ 法 律 案  
   ○ 地 域 再 生 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ）  

（ 内 閣 官 房 ・ 内 閣 府 本 府 ・ 財 務 省 ）  

資 料  
あ り  

7



   ○ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ）  
（ 財 務 省 ）  

 〃  ○ 原 子 力 発 電 に お け る 使 用 済 燃 料 の 再 処 理 等 の た め  
の 積 立 金 の 積 立 て 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 の 一 部 を  
改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ）  （ 経 済 産 業 ・ 財 務 省 ）  

 〃  ○ 都 市 再 生 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 

（ 決 定 ）   （ 国 土 交 通 省 ・ 内 閣 官 房 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 港 湾 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 ・ 財 務 省 ） 

 
◎ 政  令 

   ○ 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 

す る 法 律 施 行 令 及 び 検 疫 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す 

る 政 令 （ 決 定 ）            （ 厚 生 労 働 ・ 財 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ☆ 元 副 検 事 松 岡 重 信 外 ２ ２ ４ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 に つ 

い て （ 決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 

 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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                 平 成 28 年 

                 ２ 月 ５ 日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 防 衛 援 助 協 

定 第 ７ 条 及 び 附 属 書 Ｇ に 基 づ く 資 金 の 提 供 に 関 す 

る 書 簡 の 交 換 に つ い て （ 決 定 ）    （ 外 務 省 ） 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

 

 

 件 名 外 案 件 （ 金 ）

資 料  
あ り  
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